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ＪＲ東海労新幹線地本

本日１月２５日、東京第二運輸所分会・尾崎副委員長に対して、会社は不当

にも東京駅への配転を通知してきました。これは、昨年１２月２０日に発生し

た車掌業務における些細な事象に対して、「再教育」の対象にして３回の試験

を不合格とさせ、車掌職を剥奪した上で、不当な配転を強行したものです。

これに対して、新幹線地本は直ちに抗議すると同時に、「事前通知の撤回を

求める緊急申し入れ」を行いました。しかし、会社は窓口折衝の中で「個別の

事は協議しない」「撤回する考えはない」と即答し、協議に応じないことを明

らかにしてきました。このような一方的で傲慢な対応は許されません。会社は

協約に則り、申し入れに対して直ちに協議に応じるべきです！

東京第二運輸所分会は現在、「報復処分撤回裁判」を闘っている最中であり、

その闘いの中心的立場の一人である尾崎副分会長を職場から放逐することに

よって、闘いの弱体化を狙ったことはもはや明らかで疑う余地はありません。

私たちは、このような理不尽かつ傲慢な会社による闘争破壊攻撃に抗して、

「不当配転撤回！」  「報復処分撤回裁判勝利！」 に向けて断固とした闘いを

構築しよう!!

ＪＲ東海労新幹線地本はその最先頭で闘います！！


